
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
号

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
製
造
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
に
よ

る
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
所
付
近
の
状
況
を
示
す
図
面

二
　
事
業
所
内
の
製
造
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

三
　
物
質
ご
と
の
製
造
工
程
を
説
明
し
た
書
面

四
　
物
質
ご
と
の
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
の
仕
様
を
説
明
し
た
書
面

五
　
特
定
物
質
の
保
管
方
法
を
説
明
し
た
書
面

六
　
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が

法
第
五
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

七
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

２
　
法
第
五
条
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
特
定
物
質
の
製
造
を
行
う

に
あ
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
製
造
の
許
可
の
基
準
）

第
三
条
　
法
第
六
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
限
度
は
、
事
業
所
ご
と
に
年
間
一
ト
ン
未
満
と
す
る
。
た

だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が
化
学
兵
器
禁
止
条
約
実
施
及
び
検
証
に
関
す
る
附
属
書
第
六
部
第
八
項
の
単
一
の
小
規

模
な
施
設
と
し
て
一
を
限
り
認
め
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に

第
二
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
製
造
の
方
法
の
変
更
で
あ
っ
て
、

当
該
許
可
製
造
者
の
特
定
物
質
の
製
造
を
す
る
能
力
が
増
大
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
法
第
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
　
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類

二
　
許
可
製
造
者
が
法
人
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
　

そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

三
　
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
　
第
二
条
第
二
号
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

（
製
造
の
廃
止
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
七
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
に
よ

る
申
請
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
の
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
使
用
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
物
質
の

取
得
方
法
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
申
請
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
物
質
ご
と
の
使
用
の
方
法
を
説
明
し
た
書
面

二
　
特
定
物
質
の
保
管
方
法
を
説
明
し
た
書
面

三
　
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が

法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
条
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

（
使
用
許
可
証
）

第
八
条
　
法
第
十
条
第
三
項
の
使
用
許
可
証
は
、
様
式
第
六
と
す
る
。

２
　
許
可
製
造
者
又
は
承
認
輸
入
者
は
、
許
可
使
用
者
に
そ
の
使
用
の
許
可
に
係
る
特
定
物
質
を
譲
り
渡
す
と
き

は
、
当
該
許
可
使
用
者
の
使
用
許
可
証
の
許
可
製
造
者
又
は
承
認
輸
入
者
記
入
欄
に
所
定
の
事
項
を
記
入
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　
許
可
使
用
者
は
、
使
用
許
可
証
が
汚
損
さ
れ
、
又
は
失
わ
れ
た
と
き
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
及
び
使
用

許
可
証
が
汚
損
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
許
可
証
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
、
使
用
許
可
証
の
再
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
再
交
付
を
す
る
と
き
は
、
当
該
使
用
許
可
証
に
当
該
許
可
使
用
者
が
譲
り
受
け
る

こ
と
の
で
き
る
特
定
物
質
の
数
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
許
可
使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
使
用
許
可
証
（
第
四
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
見
し

た
使
用
許
可
証
）
を
経
済
産
業
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
。

二
　
許
可
の
有
効
期
間
内
で
使
用
の
目
的
を
達
成
し
た
と
き
又
は
こ
れ
を
失
っ
た
と
き
。

三
　
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

四
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
許
可
証
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
わ
れ
た
使
用
許
可
証
を
発
見
し
た
と
き
。

（
製
造
の
制
限
の
特
例
）

第
九
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
特
定
物
質
の
製
造
に
係
る
通

常
の
技
術
を
有
す
る
者
が
使
用
の
許
可
に
係
る
特
定
物
質
の
製
造
の
た
め
に
製
造
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
数

量
の
特
定
物
質
を
製
造
す
る
場
合
と
す
る
。

（
譲
渡
し
の
届
出
）

第
十
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
の
届
出
）

第
十
一
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
廃
棄
を
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
日

前
ま
で
に
、
様
式
第
九
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
者
又
は
許
可
使
用
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
者
又
は
許
可
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
っ

て
、
二
人
以
上
の
相
続
人
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
十
一
に
よ
る
書
面

及
び
戸
籍
謄
本

二
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
製
造
者
又
は
許
可
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
相
続
人
で
あ
っ

て
、
前
号
の
相
続
人
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
書
面
及
び
戸
籍
謄
本

三
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
に
よ
っ
て
許
可
製
造
者
又
は
許
可
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

1



（
製
造
の
実
績
の
届
出
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
様
式
第

十
三
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
実
績
の
届
出
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
を
し
た
日
（
引
き
続
き
二

日
以
上
使
用
し
た
場
合
は
そ
の
終
了
し
た
日
）
か
ら
二
週
間
以
内
に
様
式
第
十
四
に
よ
る
届
出
書
を
経
済
産
業
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
引
き
続
き
二
週
間
以
上
使
用
し
た
場
合
に
は
、
二
週
間
ご
と
に
使

用
が
終
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
記
録
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
物
質
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
他
の
者
か
ら
譲
り
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
譲
り
受
け
た
者
及
び
数
量

二
　
廃
棄
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
棄
し
た
数
量

３
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
項
の
日
誌
は
、
記
録
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ

の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必

要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る

と
き
は
、
当
該
記
録
の
保
存
を
も
っ
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
事
項
が
記
録
さ
れ
た
日
誌
の
保
存
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
の
予
定
数
量
の
届
出
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
と
す
る
。

一
　
三―

キ
ヌ
ク
リ
ジ
ニ
ル＝

ベ
ン
ジ
ラ
ー
ト
（
別
名
Ｂ
Ｚ
）
　
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

二
　
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
物
質
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
百
キ
ロ
グ

ラ
ム

三
　
令
別
表
二
の
項
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
物
質
　
一
ト
ン

２
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
製
造
等
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
製
造
等
を
し
よ
う
と
す
る
第
一
種
指
定
物
質

四
　
事
業
所
内
の
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
施
設
の
数
及
び
位
置

五
　
当
該
製
造
等
施
設
ご
と
の
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
数
量
及
び
製
造
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
能
力

３
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
毎
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
そ
の
年
に
お
い
て
製
造
等
を
す
る
第
一
種
指
定
物
質
の

そ
の
事
業
所
ご
と
及
び
物
質
ご
と
の
数
量
が
第
一
項
の
数
量
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
三
十
日
前
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ

れ
様
式
第
十
五
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由

し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
所
内
の
製
造
等
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

二
　
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
工
程
を
説
明
し
た
書
面
（
製
造
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
製
造
能
力
の
計
算
方

法
を
含
む
。
）

三
　
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る
た
め
の
書
面

４
　
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す

る
。

一
　
前
項
の
届
出
に
係
る
数
量
の
二
倍
を
超
え
る
場
合

二
　
第
一
項
の
数
量
の
十
倍
を
超
え
る
場
合
（
前
項
の
届
出
に
係
る
数
量
が
第
一
項
の
数
量
の
十
倍
を
超
え
て
い

る
場
合
を
除
く
。
）

５
　
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
十
六
に
よ
る
届
出
書
を
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
の
実
績
数
量
の
届
出
）

第
十
七
条
　
法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
製
造
等
を
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
製
造
等
を
し
た
第
一
種
指
定
物
質

四
　
製
造
等
を
し
た
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
う
ち
輸
出
又
は
輸
入
し
た
も
の
の
数
量

五
　
事
業
所
内
の
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
施
設
の
数
及
び
位
置

六
　
当
該
製
造
等
施
設
ご
と
の
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
数
量
及
び
製
造
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
能
力

２
　
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
様
式
第
十
七
に
よ
る
届

出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
所
内
の
製
造
等
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

二
　
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
工
程
を
説
明
し
た
書
面
（
製
造
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
製
造
能
力
の
計
算
方

法
を
含
む
。
）

三
　
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る
た
め
の
書
面

（
第
一
種
指
定
物
質
の
使
用
の
予
定
及
び
実
績
数
量
の
届
出
）

第
十
八
条
　
法
第
二
十
六
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
第
一
種
指
定
物
質
を
含
む
物
は
、
当
該
第
一
種
指
定
物
質

が
令
別
表
二
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
物
質
を
そ
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
当
該

物
質
が
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
数
量
の
十
倍
を
超
え
る
場
合
に
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す

る
。
）
を
超
え
て
含
有
す
る
物
と
し
、
令
別
表
二
の
項
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
物
質
を

そ
の
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
六
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
使
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
第
一
種
指
定
物
質
に
物
理
的
な
工
程
を
加
え
る
こ
と
（
抽
出
、
精
製
及
び
第
二
号
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
当
該
第
一
種
指
定
物
質
を
化
学
反
応
に
よ
り
他
の
物
質
に
転
換
す
る
こ
と
。

３
　
前
二
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
及
び
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
二
条
中
「
製
造
等
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
の
予
定
数
量
の
届
出
）

第
十
九
条
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
令

別
表
三
の
項
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
三
十
ト
ン
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
第
二
種
指
定
物
質

四
　
事
業
所
内
の
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
施
設
の
数
及
び
位
置

五
　
当
該
製
造
施
設
ご
と
の
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
数
量

３
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
毎
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
そ
の
年
に
お
い
て
製
造
を
す
る
第
二
種
指
定
物
質
の
そ
の
事
業
所
ご
と
及
び
物
質
ご
と
の
数
量

2



が
第
一
項
の
数
量
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
三
十
日
前
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
八
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書

類
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
事
業
所
内
の
製
造
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

二
　
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
工
程
を
説
明
し
た
書
面

三
　
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る
た
め
の
書
面

４
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
前
項
の
届
出
に
係
る
数
量
の
二
倍
を
超
え
る
場
合

二
　
二
百
ト
ン
を
超
え
る
場
合
（
前
項
の
届
出
に
係
る
数
量
が
二
百
ト
ン
を
超
え
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

５
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前

項
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
十
六
に
よ
る
届
出
書
を
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
の
実
績
数
量
の
届
出
）

第
二
十
条
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
製
造
を
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
製
造
を
し
た
第
二
種
指
定
物
質

四
　
事
業
所
内
の
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
施
設
の
数
及
び
位
置

五
　
当
該
製
造
施
設
ご
と
の
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
数
量

２
　
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
二
月

末
日
ま
で
に
様
式
第
十
九
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局

長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
所
内
の
製
造
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

二
　
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
工
程
を
説
明
し
た
書
面

三
　
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る
た
め
の
書
面

（
指
定
物
質
の
輸
出
入
の
実
績
数
量
の
届
出
）

第
二
十
一
条
　
法
第
二
十
八
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
指
定
物
質
を
含
む
物
は
、
当
該
指
定
物
質
が
令
別
表
二

の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
物
質
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る

物
と
し
、
令
別
表
二
の
項
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
物
質
又
は
同
表
三
の
項
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
物

質
を
そ
の
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
物
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
様
式
第
二
十
に
よ
る
届

出
書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
機
化
学
物
質
の
製
造
の
実
績
数
量
の
届
出
）

第
二
十
二
条
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
二
百
ト
ン
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
千
ト
ン
未
満
、
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
以
下
及

び
一
万
ト
ン
超
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
様
式
第
二
十
一

に
よ
る
届
出
書
に
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る

た
め
の
書
面
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
有
機
化
学
物
質
の
製
造
の
実
績
数
量
の
届
出
）

第
二
十
三
条
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
数
量
は
、
三
十
ト
ン
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
二
百
ト
ン
未
満
、
二
百
ト
ン
以
上
千
ト
ン
未

満
、
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
以
下
及
び
一
万
ト
ン
超
と
す
る
。

３
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
二
月
末
日
ま
で
に
様
式
第
二
十
二

に
よ
る
届
出
書
に
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る

た
め
の
書
面
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
機
関
の
指
定
す
る
者
の
検
査
等
へ
の
立
会
い
の
証
明
書
）

第
二
十
四
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
機
関
の
指
定
す
る
者
の
検
査
等
に
立
ち
会
う
職
員
が
携
帯

す
る
同
条
第
四
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
機
関
の
指
定
す
る
者
の
検
査
等
に
立
ち
会
う
機
構
の
職
員
が
携
帯
す

る
同
条
第
七
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
二
十
三
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
収
去
証
）

第
二
十
五
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
省
の
職
員
が
試
料
を
収
去
す
る
と
き
又
は
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
職
員
が
試
料
を
収
去
す
る
と
き
は
、
被
収
去
者
に
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
収
去
証
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
二
十
六
条
　
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
二
十
五

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
機
構
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
二
十
五
の
二
に
よ
る
も
の
と

す
る
。附

　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
五
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
及
び
使
用
の
実
績
数
量
の
届
出
）

第
二
条
　
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
製
造
等
を
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
製
造
等
を
し
た
第
一
種
指
定
物
質

四
　
製
造
等
を
し
た
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
う
ち
輸
出
又
は
輸
入
し
た
も
の
の
数
量

五
　
事
業
所
内
の
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
施
設
の
数
及
び
位
置

六
　
当
該
製
造
等
施
設
ご
と
の
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
数
量
及
び
製
造
に
あ
っ
て
は
そ
の
製
造
能
力

２
　
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
九
年
四
月
十
八
日
ま
で
に
第
十
七

条
に
規
定
す
る
様
式
第
十
七
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業

局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
様
式
中
「
第
２
５
条
（
第
２
６

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
５
条
）
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
４
条
第
１
項
（
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
１
項
）
」
と
、
「
製
造
等
（
使
用
）
を
し
た
第
一
種
指
定
物
質
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
等
（
使
用
）
を
し
た

第
一
種
指
定
物
質
及
び
届
出
に
係
る
年
」
と
す
る
。

一
　
事
業
所
内
の
製
造
等
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

二
　
当
該
第
一
種
指
定
物
質
の
製
造
等
工
程
を
説
明
し
た
書
面
（
製
造
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
製
造
能
力
の
計
算
方

法
を
含
む
。
）

三
　
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る
た
め
の
書
面

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
二
項
中
「
製
造
等
」
と
あ
る
の
は
「
使
用
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
の
実
績
数
量
の
届
出
）

第
三
条
　
法
附
則
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二
　
製
造
を
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
製
造
を
し
た
第
二
種
指
定
物
質

四
　
事
業
所
内
の
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
施
設
の
数
及
び
位
置

五
　
当
該
製
造
施
設
ご
と
の
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
数
量
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２
　
法
附
則
第
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
平
成

九
年
四
月
十
八
日
ま
で
に
第
二
十
条
に
規
定
す
る
様
式
第
十
九
に
よ
る
届
出
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
事
業
所

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
経
済
産
業
局
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

同
様
式
中
「
第
２
７
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
５
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
４
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
１
項
」
と
す
る
。

一
　
事
業
所
内
の
製
造
設
備
そ
の
他
の
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

二
　
当
該
第
二
種
指
定
物
質
の
製
造
工
程
を
説
明
し
た
書
面

三
　
国
際
機
関
が
指
定
す
る
様
式
に
基
づ
く
当
該
事
業
所
の
活
動
内
容
等
を
国
際
機
関
に
申
告
す
る
た
め
の
書
面

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
発
効
日
の
属
す
る
年
に
お
け
る
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
毎
年
二
月
末
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
月
十
八
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
通
商
産
業
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
二
月
二
六
日
通
商
産
業
省
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
三
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
の
次
に
九
条
を
加
え
る
改
正
規

定
（
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
並

び
に
第
二
十
三
条
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
平
成
九
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
二
十
三
の
改
正
規
定
（
「
通
商
産

業
大
臣
」
を
「
経
済
産
業
大
臣
」
に
改
め
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
一
日
経
済
産
業
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
二
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
二
三
日
経
済
産
業
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
輸
出
又
は
輸
入
さ
れ
た
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第

二
十
八
条
に
規
定
す
る
指
定
物
質
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
三
日
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年

二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
七
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
十
三
は
、
平
成
十
七
年
分
の
届
出
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
一
月
一
二
日
経
済
産
業
省
令
第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
、
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令

第
百
九
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
物
質
を
使
用
す
る
者
は
、
平
成
二

十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七

年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
令
別
表
二
の

項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
物
質
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
輸
出
又
は
輸
入
さ
れ
た
令
別
表
二
の
項
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
物
質
の
法
第
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運

営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
（
第
２
条
関
係
）

様式第1（第2条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造許可申請書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第4条第1項の許可を受けたいので、同条第2項の規定により次のとおり申請します。 製造をしようとする 事業所の所在地 製造をしようとする 特定物質 製造の方法別添資料のとおり 製造に用いる器具、別添資料のとおり 機械又は装置 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
２
（
第
４
条
関
係
）

様式第2（第4条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 変更許可申請書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条第1項の変更の許可を受けたいので、同項の規定により次のとおり申請します。 変更に係る 許可の番号 変更事項 新 変更内容 旧 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
３
（
第
５
条
関
係
）

様式第3（第5条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第7条第2項（法第7条第3項）の規定により次のとおり届け出ます。 変更に係る 許可の番号 変更事項 新 変更内容 旧 変更年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
４
（
第
６
条
関
係
）

様式第4（第6条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造廃止届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第8条第1項の規定により次のとおり届け出ます。 廃止に係る 許可の番号 廃止年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
５
（
第
７
条
関
係
）

様式第5（第7条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 使用許可申請書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条第1項の許可を受けたいので、同条第2項の規定により次のとおり申請します。 使用をしようとする 特定物質及び数量 使用の目的 使用の方法別添資料のとおり 使用の時期 使用の場所 使用をしようとする 特定物質の取得方法 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
６
（
第
８
条
関
係
）

様式第6（第8条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） （表面） 第号 年月日 使用許可証 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条第1項の規定に より特定物質の使用を許可する。 経済産業大臣印 氏名又は名称及び法人に 使用の許可をあっては代表者の氏名 受けた者 住所 使用の目的 使用をしようとする 特定物質及び数量 使用の方法 使用の場所 条件 有効期間自年月日 至年月日 この許可証は、有効期間が満了したとき、有効期間内で使用の目的を達成 したとき、若しくは使用の目的を失ったとき、又は許可を取り消されたとき は、経済産業大臣に返納しなければならない。 （裏面） 許可製造者又は承認輸入者記入欄 許可製造者又は承認輸 年月日特定物質数量 入者の氏名又は名称 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 

7



 

様
式
第
７
（
第
８
条
関
係
）

様式第7（第8条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 使用許可証再交付申請書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第10条第3項の使用許可証の再交付を申請します。 特定物質及び譲り受けることのできる数量 再交付を受けようとする許可の番号 再交付を申請する理由 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2譲り受けることのできる数量は、使用できる数量からこれまでに譲り受けた数量を除いた数量とすること。  
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様
式
第
８
（
第
１
０
条
関
係
）

様式第8（第10条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 譲渡届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第15条第2項の規定により次のとおり届け出ます。 譲り渡した特定物質及び数量 譲り渡した年月日 譲り渡した者 譲り渡した者の使用許可の番号 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
９
（
第
１
１
条
関
係
）

様式第9（第11条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 廃棄届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第18条第2項の規定により次のとおり届け出ます。 廃棄すべき特定 物質及び数量 廃棄しようとす る年月日 廃棄しようとす る場所 廃棄の方法別添資料のとおり 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
１
０
（
第
１
２
条
関
係
）

様式第10（第12条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 許可製造者（許可使用者）地位承継届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第20条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。 承継の原因 被承継者の氏名又は名称及び法人 にあっては、その代表者の氏名 被承継者の住所 承継に係る製造許可の番号 （使用許可の番号） 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
１
（
第
１
２
条
関
係
）

様式第11（第12条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 許可製造者（許可使用者）相続同意証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者氏名 住所 次のとおり許可製造者（許可使用者）について相続がありましたことを証明します。 被相続人の氏名 被相続人の住所 被相続人が法第4条第1項 （法第10条第1項）の許可を 受けた年月日 被相続人の許可の番号 許可製造者（許可使用者）の 地位を承継する者として選定 された者の氏名 許可製造者（許可使用者）の 地位を承継する者として選定 された者の住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2証明書は、許可製造者（許可使用者）の地位を承継する者として選定された者以外の相続人全員が記名すること。  
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様
式
第
１
２
（
第
１
２
条
関
係
）

様式第12（第12条関係）（平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 許可製造者（許可使用者）相続証明書 年月日 経済産業大臣殿 証明者氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 次のとおり許可製造者（許可使用者）について相続がありましたことを証明します。 被相続人の氏名 被相続人の住所 被相続人が法第4条第1項 （法第10条第1項）の許可を 受けた年月日 被相続人の許可の番号 許可製造者（許可使用者）の 地位を承継した者の氏名 許可製造者（許可使用者）の 地位を承継した者の住所 相続開始の年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2証明者は、2人以上とすること。  

様
式
第
１
３
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第13（第13条関係）（平12通産令295・平17経産令71・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造実績届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第21条第1項の規定により次のとおり届け出ます。 許可の番号 特定物質 前年の最大保有量 製造数量（製造をした日数量 日ごとに記入するこ と。） 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2この届出書は、前年1月1日から12月31日までの製造数量及び最大保有量を届け出ること。  
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様
式
第
１
４
（
第
１
４
条
関
係
）

様式第14（第14条関係）（平12通産令295・平17経産令71・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 使用実績届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第21条第2項の規定により次のとおり届け出ます。 許可の番号 特定物質 使用数量（使用をした日数量 日ごとに記入するこ と。） 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2第14条ただし書きに定める場合は、使用の開始の日から終了の日までを記載すること。  

様
式
第
１
５
（
第
１
６
条
、
第
１
８
条
関
係
）

様式第15（第16条、第18条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造等（使用）予定届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第24条第1項、第2項及び第3項（第26条において準用する第24条第1項、第2項及び第3項）の規定により次のとおり届け出ます。 製造等（使用）をしようとする事業 所の名称 製造等（使用）をしようとする事業 所の所在地 製造等（使用）をしようとする第一 種指定物質 製造等（使用）をし区分※ ようとする第一種指 定物質の数量数量㎏ 事業所内の当該第一種指定物質の製数位置別添資料のと 造等（使用）施設の数及び位置おり 当該製造等（使用）施設ごとの当該数量㎏㎏㎏ 第一種指定物質の製造等（使用）数 量及び製造にあってはその製造能力能力／年／年／年 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2区分については、製造等にあっては製造、抽出、精製の別を、使用にあっては第18条第2項第1号及び第2号の別を記載すること。  
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様
式
第
１
６
（
第
１
６
条
、
第
１
８
条
、
第
１
９
条
関
係
）

様式第16（第16条、第18条、第19条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 変更届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第24条第4項（第26条（第27条）において準用する第24条第4項）の規定により次のとおり届け出ます。 変更事項 変更内容新 旧 変更予定年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
７
（
第
１
７
条
、
第
１
８
条
関
係
）

様式第17（第17条、第18条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造等（使用）実績届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第25条（第26条において準用する第25条）の規定により次のとおり届け出ます。 製造等（使用）をした事業所の名称 製造等（使用）をした事業所の所在地 製造等（使用）をした第一種指定物質 製造等（使用）をした区分※ 第一種指定物質の数量 ㎏ うち直接輸出入し数量 たものの数量（㎏） 事業所内の当該第一種指定物質の製数位置別添資料のと 造等（使用）施設の数及び位置おり 当該製造等（使用）施設ごとの当該数量㎏㎏㎏ 第一種指定物質の製造等（使用）数 量及び製造にあってはその製造能力能力／年／年／年 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2区分については、製造等にあっては製造、抽出、精製の別を、使用にあっては第18条第2項第1号及び第2号の別を記載すること。  
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様
式
第
１
８
（
第
１
９
条
関
係
）

様式第18（第19条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造予定届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第27条において準用する第24条第1項、第2項及び第3項の規定により次のとおり届け出ます。 製造をしようとする事業所の名称 製造をしようとする事業所の所在地 製造をしようとする第二種指定物質 製造をしようとする第二種指定物質 の数量t 事業所内の当該第二種指定物質の製数位置別添資料のと 造施設の数及び位置おり 当該製造施設ごとの当該第二種指定数量 物質の製造数量ttt 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
１
９
（
第
２
０
条
関
係
）

様式第19（第20条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造実績届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第27条において準用する第25条の規定により次のとおり届け出ます。 製造をした事業所の名称 製造をした事業所の所在地 製造をした第二種指定物質 製造をした第二種指定物質の数量t 事業所内の当該第二種指定物質の製数位置別添資料のと 造施設の数及び位置おり 当該製造施設ごとの当該第二種指定数量 物質の製造数量ttt 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様
式
第
２
０
（
第
２
１
条
関
係
）

様式第20（第21条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 輸出（輸入）実績届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条の規定により次のとおり届け出ます。 輸出（輸入）をした 指定物質 第一種、第二種の区分 輸出（輸入）をした相手国数量 指定物質の数量 ㎏ （相手国ごとに記入す ㎏ ること。） ㎏ ㎏ 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  

様
式
第
２
１
（
第
２
２
条
関
係
）

様式第21（第22条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造実績届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条第1項の規定により次のとおり届け出ます。 製造をした事業所の名称 製造をした事業所の所在地 事業所において製造をした全 1，000トン未満 ての有機化学物質の総量が属 する区分 1，000トン以上10，000トン以下 （該当する区分に〇をつける こと。） 10，000トン超 事業所内の有機化学物質の製 造施設の数 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2当該事業所において特定有機化学物質を製造している場合には、それらを含めたものとして記入すること。  
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様
式
第
２
２
（
第
２
３
条
関
係
）

様式第22（第23条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 製造実績届出書 年月日 経済産業大臣殿 氏名又は名称及び法人にあっては、その 代表者の氏名 住所 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第29条第2項の規定により次のとおり届け出ます。 製造をした事業所の名称 製造をした事業所の所在地 事業所において製造をした特 200トン未満（うち30トン未満） 定有機化学物質のその製造施 設ごとの総量が属する区分 200トン以上1，000トン未満 該当する区分に該当する 製造施設の数を記入する 1，000トン以上10，000トン以下 こと。 10，000トン超 備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。  
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様式第23（第24条関係）（平9通産令5・追加、平12通産令295・平13経産令218・令元経産令17・一部改正） （表面） 第号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条第1項の規定によ る国際機関検査等立会い証明書（IDCARD） MEMBERofJAPANESCORTTEAM 官職及び氏名 （NAME） 年月日生 （DATEofBIRTH） 年月日発行 （DATEofISSUE） 発行者印 （裏面） 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律抜すい 第30条第1項国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員 （政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外 務大臣の指定するその職員）の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める 範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの 物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって、国際機関が 指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮 影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試 料を無償で収去することができる。 第30条第3項第1項の規定により検査等に立ち会う職員は、当該検査が化 学兵器禁止条約の範囲内で、適確かつ円滑に行われることを確保するよう 努めなければならない。 第45条次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 五第30条第1項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若 しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし た者 備考用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。  
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様式第23の2（第24条関係）（平13経産令28・追加、平13経産令218・令元経産令17・一部改正） （表面） 第号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第30条第1項の規定によ る国際機関検査等立会い証明書 （IDCARD） MEMBERofJAPANESCORTTEAM 所属及び氏名 （NAME） 年月日生 （DATEofBIRTH） 年月日発行 （DATEofISSUE） 発行者印 （裏面） 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律抜すい 第30条第1項国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職 員（政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び 外務大臣の指定するその職員）の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定め る範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれら の物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって、国際機関 が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは 撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り 試料を無償で収去することができる。 第30条第5項経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法 人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）に、第1項の規定による 検査等に立ち会わせることができる。 第45条次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 五第30条第1項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若 しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし た者 備考用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。  
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様式第24（第25条関係）（平13経産令28・全改、令元経産令17・一部改正） 収去証 住所 氏名又は名称 収去場所 品名及び数量 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第33条第1項の規定によ り収去する。 年月日 官職氏名印 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A5とすること。 2独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員が収去する場合にあっては、官職に代えその所属を記載すること。  
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様式第25（第26条関係）（平9通産令5・旧様式第16繰下、平12通産令295・平13経産令28・平13経産令218・令元経産令17・一部改正） （表面） 第号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第33条第1項の規定に よる立入検査証 官職及び氏名 年月日生 年月日発行 発行者印 （裏面） 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律抜すい 第33条第1項経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、そ の職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務 所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査さ せ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料 を無償で収去させることができる。 第45条次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 九第33条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは 忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 備考用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。  
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様式第25の2（第26条関係）（平13経産令28・追加、平13経産令218・令元経産令17・一部改正） （表面） 第号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第33条第1項の規定に よる立入検査証 所属及び氏名 年月日生 年月日発行 発行者印 （裏面） 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律抜すい 第33条第1項経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 その職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務 所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、 関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無 償で収去させることができる。 第33条第4項経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第 1項の規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。 第45条次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 九第33条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは 忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 備考用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。  
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